
１．応募書類等
イ．指定の応募様式に記入していただき、写真・図・イラスト等、改善等の内容を具体的に示す参考資料を添付してください。
また、定年制度、継続雇用制度及び創業支援等措置並びに退職事由及び解雇事由について定めている就業規則等の該当箇所
の写しを添付してください（該当箇所に、引用されている他の条文がある場合は、その条文の写しも併せて添付してくださ
い）。なお、必要に応じて当機構から追加書類の提出依頼を行うことがあります。

ロ．応募様式は、当機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課 （※2）にて、紙媒体または電子媒体により配付します。また、当
機構のホームページ（※3）からも入手できます。

ハ．応募書類等は返却いたしません。
二．提出された応募書類の内容に係る著作権及び使用権は、厚生労働省及び当機構に帰属することとします。

２．応募締切日 令和６年２月29日（木）
３．応募先 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　福井支部　高齢・障害者業務課

へ郵送（当日消印有効）または連絡のうえ電子

〒915-0853
福井県越前市行松町25-10　ポリテクセンター福井内

　（TEL　0778-23-1010）

高年齢者活躍企業コンテストでは、高年齢者が長い職業人生の中で培ってきた知識や経験を職場等で有効に活かすため、企業等が行っ
た創意工夫の事例を広く募集 ･収集し、優秀事例について表彰を行っています。
優秀企業等の改善事例と実際に働く高年齢者の働き方を社会に広く周知することにより、企業等における雇用・就業機会の確保等の
環境整備に向けて具体的な取組の普及・促進を図り、生涯現役社会の実現に向けた気運を醸成することを目的としています。
高年齢者がいきいきと働くことができる創意工夫の事例について多数のご応募お待ちしております。

募集する創意工夫の事例の具体的な例示として、以下の取組内容を参考にしてください。

主催　厚生労働省、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）
当機構では厚生労働省と連携の上、企業における「年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことのできる」
雇用事例を普及啓発し、高年齢者雇用を支援することで、生涯現役社会の実現に向けた取組を推進していきます。

取組内容 内　　　容　（例示）

高年齢者の活躍のための
制度面の改善

①�定年制の廃止、定年年齢の延長、65歳を超える継続雇用制度（特殊関係事業主に加え、他
の事業主によるものを含む）の導入

②創業支援等措置（70歳以上までの業務委託・社会貢献）の導入（※１）

③賃金制度の見直し
④人事評価制度の導入や見直し
⑤多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入　等

高年齢者の
意欲・能力の維持向上
のための取組

①�高年齢者のモチベーション向上に向けた取組や高年齢者の役割等の明確化（役割・仕事・責
任の明確化）

②高年齢者が活躍できる職場風土の改善、従業員の意識改革、職場コミュニケーションの推進
③高年齢者による技術・技能継承の仕組み　
　�（技術指導者の選任、マイスター制度、技術・技能のマニュアル化、若手社員や外国人技能実
習生、障害者等とのペア就労や高年齢者によるメンター制度等、高年齢者の効果的な活用等）

④�中高年齢者を対象とした教育訓練、キャリア形成支援（高年齢者の前段階からのキャリア形
成支援を含む）の実施（キャリアアップセミナーの開催）

⑤�高年齢者が働きやすい支援の仕組み（職場の IT 化へのフォロー、力仕事・危険業務からの
業務転換）

⑥新職場の創設・職務の開発　等

高年齢者が働きつづけられるための
作業環境の改善、	健康管理、安全衛生、
福利厚生の取組

①�作業環境の改善（高年齢者向け設備の改善、作業姿勢の改善、配置・配属の配慮、創業支援
等措置対象者への作業機器の貸出）

②�従業員の高齢化に伴う健康管理・メンタルヘルス対策の強化（健康管理体制の整備、健康管
理上の工夫・配慮）

③従業員の高齢化に伴う安全衛生の取組（体力づくり、安全衛生教育、事故防止対策）
④福利厚生の充実（休憩室の設置、レクリエーション活動、生涯生活設計の相談体制）　等

※1「創業支援等措置」とは、以下の①・②を指します。
①70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
②�70歳まで継続的に、「a.事業主が自ら実施する社会貢献事業」又は「b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業」に従事できる制度の導入

令和６年度　高年齢者活躍企業コンテスト

キラッと光る工夫

お待ちしています
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１．原則として、企業からの応募とします。
　　グループ企業単位での応募は不可とします。
２．応募時点において、次の労働関係法令に関し重大な違反がないこととします。
（１）令和３年 4月1日～令和５年9月30日の間に、労働基準関係法令違反の疑いで送検され、公表されていないこと。
（２）「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等によ

る指導の実施及び企業名の公表について」（平成 29年１月 20日付け基発 0120 第１号）及び「裁量労働制の
不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企
業名の公表について」（平成 31年１月 25日付け基発 0125第１号）に基づき公表されていないこと。

（３）令和５年 4月以降、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有
期雇用労働法に基づく勧告又は改善命令等の行政処分等を受けていないこと。

（４）令和５年度の障害者雇用状況報告書において、法定雇用率を達成していること。
（５）令和５年 4月以降、労働保険料の未納がないこと。

３．	高年齢者が 65歳以上になっても働ける制度等を導入（※ 4）し、高年齢者が持つ知識や経験を十分に活
かして、いきいきと働くことができる環境となる創意工夫がなされていることとします。
※ 4　平成 24年改正の高年齢者雇用安定法の経過措置として継続雇用制度の対象者の基準を設けている場合は、当

コンテストの趣旨に鑑み、対象外とさせていただきます。

４．応募時点前の各応募企業等における事業年度において、平均した１月あたりの時間外労働時間が 60
時間以上である労働者がいないこととします。

　令和６年 9月中旬を目処に厚生労働省及び当機構において各報道機関等へ発表するとともに、入賞企業等には、各表彰
区分に応じ、厚生労働省または当機構より直接通知します。
　また、入賞企業の取組事例は、厚生労働省及び当機構の啓発活動を通じて広く紹介させていただくほか、新聞（全国紙）
の全面広告、当機構発行の月刊誌「エルダー」誌上及びホームページ等に掲載します。

【厚生労働大臣表彰】　　　　　　　【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰】
最優秀賞　１編　　　　　　　　　優秀賞　　　　　　若干編
優秀賞　　２編　　　　　　　　　特別賞　　　　　　若干編
特別賞　　３編　　　　　　　　　クリエイティブ賞　若干編

※5　上記は予定であり、各審査を経て入賞の有無・入賞編数等が決定されます。

　学識経験者等から構成される審査委員会を設置し、審査します。
　なお、応募を行った企業等または取組等の内容について、労働関係法令上または社会通念上、事例の普及及び表彰にふ
さわしくないと判断される問題（厚生労働大臣が定める「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」等に照ら
して事例の普及及び表彰にふさわしくないと判断される内容等）が確認された場合は、この点を考慮した審査を行うもの
とします。



◆	過去の入賞事例について掲載しています
→「高年齢者活躍企業事例サイト」
当機構が収集した高年齢者の雇用事例
をインターネット上で簡単に検索できる
Webサイトです。「高年齢者活躍企業コン
テスト表彰事例（エルダー掲載記事）」、「雇
用事例集」等で紹介された 228事例を検索
できます。
今後も、当機構が提供する最新の企業事例情報を随時公開します。

URL:https://www.jeed.go.jp/
　　elderly/data/manual.html

　＜厚生労働大臣表彰＞	 最優秀賞	 有限会社小川商店（島根県大田市　石油・食品小売、運輸、自動車整備）
	 優 秀 賞	 社会福祉法人フェニックス（岐阜県各務原市　社会福祉・介護）
	 優 秀 賞	 井上機工株式会社（静岡県富士宮市　空調用配管部品の製造）
	 特 別 賞	 弥生交通株式会社（東京都中野区　一般乗用旅客運送事業（タクシー））
	 特 別 賞	 株式会社尾賀亀（滋賀県近江八幡市　石油製品・砂糖卸売業）

　＜独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構＞
	 優 秀 賞	 株式会社マエカワケアサービス（神奈川県横須賀市　介護事業）
	 優 秀 賞	 社会福祉法人白女林（福井県坂井市　老人介護福祉業）
	 優 秀 賞	 社会福祉法人みまき福祉会（長野県東御市　社会福祉・介護事業）
	 優 秀 賞	 株式会社YKA（岐阜県岐阜市　介護事業）
	 優 秀 賞	 株式会社石吉組（三重県志摩市　土木・建築一式工事）
	 優 秀 賞	 社会福祉法人天神会（岡山県笠岡市　第 1種・第 2種社会福祉事業）

（ほか特別賞として　15社）

令和５年度高年齢者活躍企業コンテスト　入賞企業

information		～参考情報～
高年齢者がいきいきと働くことができる社会の実現に役立てるため、当機構
では企業向けに様々な資料を作成しています。
→「70歳雇用推進マニュアル」および高齢者雇用の「雇用推進事例集」シリーズ
　マニュアルは、検索ガイドにより疑問・悩みごとに対応ページを検索でき、
改正高年齢者雇用安定法や70歳雇用の取組への考え方を事例や図表を用いて
解説しています。
事例集シリーズは、高年齢者の雇用推進に実際に取り組んでいる企業の事例

を掲載しています。

70歳雇用推進マニュアル ➡検　索

URL:https://www.elder.jeed.go.jp高年齢者活躍企業事例サイト ➡検　索


